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事務事業
番号 364

事務事業名 産業振興部新規就農総合支援事業 農政課

１３節　委託料

事業目的
　農業従事者の高齢化が急速に進展するなか、持続可能な力強い農業を実現する
ために青年の新規就農者の大幅な増大を図ることを目的とする。

１４節　使用料及び賃借料

１５節　工事請負費

１８節　備品購入費

１９節　負担金補助及び交付金

２０節　扶助費

27,000

２２節　補償補填及び賠償金

２３節　償還金、利子及び割引料

継続実施

見直し実施

廃止

Ｃ

効率性

Ａ ○

Ｂ

所管部課

類型
区分 Ⅰ

○

現総合計画前期基本計画では、基本施策４－１「地域の特性を活かした農業・農村づく
り」、施策２「農業経営の改善」に明確に位置付けられています。
全国的な農業従事者の急速な高齢化や後継者が育たない状況の中で、本市の産業別就業
人口の推移においても、平成７年には１２．２％であった第１次産業（農業）の比率が
２２年には６．４％に減少してきており、第１次産業の活力の低下が懸念されておりま
す。持続可能な力強い農業の実現及び地域農業の振興を図るため、青年の新規就農者及
び農業後継者を増加させる施策として、就農前の研修期間（２年以内）及び経営が不安
定な就農直後（５年以内）の所得を確保する給付金を交付することとしております。
以上のことから、必要性をＡとしました。

本市が発展してきた要因として、かんぴょうや米麦・露地野菜・施設園芸などの都市近
郊型農業の進展が大きく関わっております。
農業従事者の急速な高齢化の中、新たな農業従事者を確保し地域農業の振興を図ること
は、喫緊の課題であり、本市の発展において不可欠であると考えます。
以上のことから、緊急性をＡとしました。

この事業は、国の新規就農・経営継承総合支援事業実施要綱に基づいた事業であり、国
により全額補助される事業であります。就農開始前後の支援を実施することで、就農意
欲の喚起や就農定着が図られ、農業従事者の増と地域農業の活性化に繋げていくことと
しております。また、更に積極的に周知することで、Ｉターン者やＵターン者による新
規就農等が期待できると思われます。
以上のことから、効率性をＡとしました。

【継続事業の場合】事業進捗に対する影響等を考慮し、事業を休止した場
合の影響が大きく、事業縮小の可能性が見当たらない場合など。
【新規事業の場合】財政負担以外において、事業を実施しなかった場合の
影響が大きく、本事業以外の解決策が見当たらない場合など。

事務事業の質の向上に係る改善・工夫の見込みがあり、さらに経費削減、
改革への取組が期待できる場合など。

総合評価

必要性

○

事業推進方針判断に際しての３つの視点

Ｃ

○

第二次下野市総合計画前期基本計画に明確に位置付けられている場合、事
業実施が求められるような社会情勢の変化、さらに国・県の制度変更によ
り実施することが義務付けされた場合など。

Ｃ

Ｂ

Ａ

Ｂ

緊急性

Ａ

総合計画
での位置
付け

施策

地域資源を活かし、産業・地域が躍進するまちづくり

農業経営の改善

地域の特性を活かした農業・農村づくり

4

1

2

根拠法令
等 新規就農・経営継承総合支援事業実施要綱

事
業
計
画

事
業
費

20,989千円 27,000千円 30,000千円

青年就農給付金
の交付

青年就農給付金
の交付

青年就農給付金
の交付

事業概要

【準備型】※研修中を支援
　県が認める研修先（県農業大学校・先進農家等）で研修を行う就農希望者で、一
定の要件を満たす者に、最長２年間、原則、年間１５０万円（半年ごとに７５万円）を
給付
【経営開始型】※就農後の定着を支援
　一定の要件を満たす新規就農者に、農業経営を開始してから経営が安定するま
で最長５年間、原則、年間１５０万円（半年ごとに７５万円）を給付

事

業

内

容

■青年就農給付金（経営開始型）
【過年度実績】
平成24年度　：　交付対象者　６名　　交付額　　６，０００，０００円
平成25年度　：　交付対象者１１名　　交付額　１６，５００，０００円
平成26年度　：　交付対象者１３名　　交付額　２７，０００，０００円
平成27年度　：　交付対象者１０名　　交付額　　７，５００，０００円
平成28年度　：　交付対象者１５名　　交付額　２０，９８８，９１４円
【事業費詳細】
平成29年度　：　交付対象者１８名
　　　　　　　　　　交付額　２７，０００，０００円　（国補助金）
　　　　　　　　　　　　　　　－内訳－
　　　　　　　　　　　　　　　１，５００，０００円×１８名

そ
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他

（
過
年
度
実
績
・

事
業
費
詳
細

等

）

（単位：千円）

財
源

事
業
費
内
訳

国県支出金
27,000千円

地方債・その他 一般財源

　１節　報酬

　７節　賃金

その他①（２・３・４・５・６・１０節）

その他②
（１６・１７・２１・２４・２５・２６・２７・２８節）

　８節　報償費

　９節　旅費

１１節　需用費

１２節　役務費

備考
第二次下野市総合計画前期基本計画に位置付けられている。就農に関する相談体制の
整備を行うことにより、青年の就農意欲を高め就農後の定着を図ることが必要である。

年
度
別

青年就農給付金
の交付

青年就農給付金
の交付

平成３０年度平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

対
象
年
度






